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消防職

　当事務組合では、着実かつ効果的な消防行政の運営を基本とし事務事業の効率化を図りながら、地域住民

の生命財産の保護と災害防止及び地域防災に取り組むために、退職に伴う補充や組織の見直しによる定数の

増減等を勘案して、職員採用資格試験を実施しています。

　試験の方法は、受験者の職務遂行能力を相対的に判定することを目的とし、教養試験、体力測定試験、適

性検査、性格検査及び面接試験等により総合的に行っています。

令和６年度

職種 受験者 合格者 倍率 試験日

計 67 15 4.47

令和５年度

職種 受験者 合格者 倍率 試験日

10月31日

消防職A 20

消防職B 56 7 8.00 8月24日

弘前地区消防事務組合の人事行政の運営等の状況の公表

　公正性及び透明性を高めることを目的としたものであり、地方公務員法の改正により、平成17

年4月1日から全ての地方公共団体において公表が義務付けられているものです。

　人事行政とは、職員の任用、給与、勤務条件、服務、研修、福利厚生といった職員に適用され

る基準や決まりごと全般を指します。

　当事務組合では、準用する弘前市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、年に

1度、10月31日までに、主に前年度の状況を中心にして公表しています。

Ⅰ　職員の任免及び職員数に関する状況

消防職B 47 9 5.22 8月21日 10月31日

消防職A 20 6 3.33 7月14日 9月22日

　 １　職員採用資格試験の状況

(注)　青森県へ派遣した職員は定数外。

計 76 14 5.43

　 ２　採用及び退職の状況

職　種 令和6年4月1日現在 退職者数(令和5年度) 採用者数(令和6年4月1日) 令和７年4月1日現在

441 15 15 440

1 3 0 11 0 15

　 ３　事由別退職者数

定年前退職 勧奨退職 死亡退職 普通退職 その他の退職 合　計
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12 （1） 人
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11 （1） 人

19 人
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21 （1） 人

12 人

12 人

110 （5） 人

50 （2） 人

21 人

21 人

21 （1） 人

113 （3） 人

45 （2） 人

12 人

12 人

69 （2） 人

45 （2） 人

12 人

57 （2） 人

22 （1） 人

22 （1） 人

消防本部

総務課

人材育成課

警防課

予防課

通信指令課

小計

　 ４　職員数の変遷　

　平成25年7月1日、消防の広域化により黒石地区消防事務組合、平川市消防本部及び板柳町消防本部を統合

し、新弘前地区消防事務組合が発足しました。

　 ５　部署別職員数（令和７年４月１日現在）

全部署総計 440 （18） 人

東消防署
管轄

東消防署

枡形分署

南分署

北分署

小計

弘前消防署
管轄

弘前消防署

藤代分署

西分署

西北分署

目屋分署

小計

黒石消防署
管轄

黒石消防署

田舎館分署

山形分署

小計

平川消防署
管轄

平川消防署

碇ヶ関分署

小計

板柳消防署
板柳消防署

小計

(注)　（  ）内は、女性消防職員数です。
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種類 評定の内容等

能力評価
　職務行動を通じて発揮された能力と執務に対する姿勢・態度を、各職員に求められる能力評価基準に基
づき評価します。

業績評価
　各職員が立てた個人目標の達成状況を、目標管理の手法を用いて評価します。なお、個人目標以外の業
務の成果や業務取組プロセス等も勘案します。

Ⅱ　職員の人事評価の状況

　当事務組合の人事評価制度は、能力評価と業績評価から構成されており、職務遂行の過程で見

られた職員の意欲、能力及び勤務の実績等を適確に把握し、評価することにより、職員の能力開

発（人材育成）・勤務意欲の向上・適材適所への人事配置等を進めるために行うものです。

　また、職員の能力を最大限発揮し、その能力を有効活用することを通じ、組織パフォ－マンス

の向上を図り、簡素で効率的な行政の推進を目指すものです。人事評価制度は地方公務員法の改

正により、平成28年度から全国の自治体に導入が義務付けられました。

　今後も、質の高い行政サービスを効率的・安定的に供給するよう、能力・実績主義の人事管理

の推進を図り、国の公務員制度改革の動向等に留意しながら、職員の勤務の状況を適切に把握す

るための評価制度の構築・運用を検討していきます。
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　 １　総括

人 千円 千円 千円 ％ ％

441 千円 千円 千円 千円 千円

(注) １ 職員手当には退職手当を含みません。

２ 職員数は、令和6年4月1日現在の人数です。（　）内は、女性消防職員数です。

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員(再任用職員)の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。    

歳 円 円 円

歳 円 円 円

(注) １ 平均給料月額とは、各年4月1日現在の職員の基本給の平均です。

２ 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当等の諸手当の額を合計したものです。   

３ 「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を除いたもの）で算出したものです。

 

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円

円 円 円

Ⅲ　職員の給与の状況

　　 (１)　人件費等の状況（事務組合会計決算）

区分
住民基本台帳人口 歳出額

実質収支
人件費 人件費率 （参考）

（令和7年4月1日） (A) (B) (B/A) 令和5年度人件費率

6年度 259,908 6,537,391 179,610 3,635,982 55.62 72,14

　　 (２)　職員給与費の状況（事務組合会計決算）

区分
職員数 給与費 1人当たり給与費

(A) 給料 職員手当

　 ２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　　 (１)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和6年4月1日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

期末・勤勉手当 計 (B) (B/A)

6年度 （15） 人 1,636,842 534,639 649,492 2,820,973 6,397

　　 (２)　職員の初任給等の状況（令和6年4月1日現在）

区分
消防 国

初任給 2年後の給料 初任給 2年後の給料

消防 40.2 293,230 372,878 313,850

国 42.1 323,823 - 405,378

　　 (３)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和6年4月1日現在）

消防

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

大学卒 225,600 233,300 220,000 228,900

高校卒 194,500 206,100 188,000 199,400

大学卒 255,479 301,300 321,433

高校卒 236,900 266,075 291,940
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人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％
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(ウ)

(エ)

　 ３　消防職員の級別職員数等の状況

　　 (１)　級別職員数の状況（令和6年4月1日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

3 級 消防司令補 109 24.7

4 級 消防司令 35 8.0

1 級 消防士・消防副士長 71 16.1

2 級 消防士・消防副士長・消防士長 165 37.4

7 級 消防司令長・消防監・消防正監 3 0.7

8 級 消防正監 1 0.2

5 級 消防司令 42 9.5

6 級 消防司令長・消防監 15 3.4

　　 (２)　昇給への勤務成績の反映状況

消防

令和6年4月2日から令和7年4月1日まで
における運用

管理職員 一般職員

(注)1　給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

    2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

【給料の級別分布グラフ】

ア　人事評価を活用している ○ ○

活用している昇給区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分

上位、標準、下位の区分 〇 〇

上位、標準の区分

イ　人事評価を活用していない

標準、下位の区分

標準の区分のみ ○ ○

1 級, 16.0 1 級, 17.4 1 級, 16.1

2 級, 39.1 2 級, 37.3 2 級, 37.4

3 級, 25.4 3 級, 25.0 3 級, 24.7

4 級, 7.2 4 級, 6.9 4 級, 8.0

5 級, 8.6 5 級, 9.1 5 級, 9.5

6 級, 2.8 6 級, 2.7 6 級, 3.4
7 級, 0.7 7 級, 1.4 7 級, 0.7

8 級, 0.2 8 級, 0.2 8 級, 0.2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%
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(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

千円 千円

％ 人 ％  

％ 人 ％

％ 人 ％

　 ４　職員の手当の状況

　　 (１)　期末手当・勤勉手当

区分 消防 国

1人当たり平均支給額（令和6年度） 1,424 千円 - 千円

令和6年度
支給割合

期末手当
現職員 2.5 月分 2.5

勤勉手当
現職員 2.05 月分 2.1 月分

再任用職員 1.0 月分 1.0 月分

月分

再任用職員 1.4 月分 1.4 月分

ア　人事評価を活用している ○ ○

活用している昇給区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分

加算措置の状況
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算(5～20％)

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算(5～20％)　
・管理職加算(10～25％)

　　　●勤勉手当への人事評価の活用状況

消防

令和6年度中における運用 管理職員 一般職員

上位、標準、下位の成績率 〇 〇

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ ○ ○

区分 消防 国

計算式 基本額＋調整額

基本額 退職日の基本給月額×退職理由別・勤続年数別支給率

イ　人事評価を活用していない

　　 (２)　退職手当

24.586875

勤続25年 28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

支給率 自己都合 勧奨・定年 自己都合 応募認定・定年

勤続20年 19.6695 24.586875 19.6695

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置 2％～20％加算 3％～45％加算

退職時特例昇給 なし

勤続35年 39.7575 47.709 39.7575 47.709

最高限度額 47.709 47.709 47.709 47.709

調整額 在職中の職責等による貢献度に基づく加算 （　0　～　59,550　）円　×　60ヵ月 （　0　～　95,400　）円　×　60ヵ月

その他

1人当たりの平均支給額

支給率は令和6年4月1日現在です。自己都合 勧奨・定年

8,447 21,465

(注)　退職手当の1人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

　　 (３)　地域手当

支給率 支給対象職員数 国の制度(支給率)

20 1 20

16 1 16

支給対象地域支給実績(年額）

16 1 16

東京都特別区

東京都調布市

神奈川県横浜市

714,000　円　

897,000　円　

574,000　円　
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千円

円

86 ％

(注)　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、令和6年度に時間外勤務手当を支給した延べ職員数です。

　　 (４)　特殊勤務手当

区分 全職種

支給実績（令和6年度決算） 32,353

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 84,917

　人命救助のため、空気呼吸器を着装して検索又は化学
防護服等の装備を着装して作業に従事した場合

　潜水器具等を着用して潜水作業に従事した場合

　前各号に掲げる作業と同等以上の危険性が認められる
ものとして、任命権者が定める作業に従事した場合

隔日勤務手当

　24時間の勤務（当該職員に割り振られた勤務時間（休憩
時間及び仮眠時間を含む。）の初めから終わりまでの時間
が24時間である勤務をいう。）に服する組合職員が当該勤
務に従事した場合

250円/1勤務

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度決算） (交替制勤務職員すべて該当)

手当の種類 主な支給対象業務 支給単価

危険作業手当

　地上10メートル以上の足場の不安定な箇所又はこれに
相当すると認められる箇所において作業に従事した場合

400円/1回

　4階以上のビル火災又は爆発若しくは有害ガス発生のお
それのある危険物取扱所又は貯蔵所の火災の消火作業
に従事した場合

緊急消防援助
隊等手当

　緊急消防援助隊又は青森県消防相互応援協定に基づく
応援消防隊として災害出動したとき

1,680円/1日
　緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的
な事項に関する計画定める全国合同訓練及び地域ブロッ
ク合同訓練に参加したとき

防疫手当 対象の感染症に感染した者に行われた救急、救助、移送の業務 400円/1回

災害出動手当

　消防吏員が、火災、救急、救助及び各種災害防御のため
に出動した場合 250円/1回

　（救急救命士による救命処置実施時は250円/1回加算）

機関手当

　普通運転免許を必要とする緊急自動車の運転業務に従
事したとき

250円/1回

　前号以外の免許を必要とする緊急自動車の運転業務に
従事したとき

500円/1回

支給実績（令和5年度決算） 109,553 千円

職員1人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 284 千円

　　 (５)　時間外勤務手当

支給実績（令和6年度決算） 119,764 千円

職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 305 千円
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8級

　満15歳に達する日以後の最初の4月1日
から満22歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある子に加算となる額

5,000 円/人

　　 (６)　その他の手当

手当名
内容 国の制度との異同

支給実績
（令和6年度決算）

支給職員1人当た
り

平均支給年額
（令和6年度決算）支給単価 内容

通勤手当

　通勤のため自動車や電車などを利
用している職員に支給

同 28,104 千円

259,818 円

配偶者有
子 10,000 円/人

その他 6,500 円/人

配偶者無
子 10,000 円/人扶養手当

配偶者 6,500 円/人

同 73,874 千円

その他 6,500 円/人

68,897 円交通機関利用者　　実費、最高限度額 55,000 円

交通用具
利用者

片道2km以上 2,000 円

片道60km以上 35,000 円

千円 313,905 円最高支給限度
額

借家・借間　　最高支給限度額 27,000 円 28,000円

住居手当

　自ら居住するための住宅を借り受
け、一定額(12,000円)を超える家賃
を支払っている職員 異

月額16,000円を
超える家賃を支
払っている職員

20,848

イ　課長級でウ以外のもの 57,500 円
管理職手当

　管理又は監督の地位にある職員
について、その職務の特殊性に基づ
き支給

11,014

ウ　課長級で管理者が定めるもの 35,400 円

6級
ア　課長級でイ以外のもの

8,500 円

休日等に勤務した場合

部長級 10,000 円

課長級 7,000 円

54,000 円

イ　課長級で管理者が定めるもの 33,200 円

　管理職手当の支給を受ける職員
が、臨時又は緊急の必要、その他公
務の必要により以下の場合に支給

　平日深夜に勤務した場合

部長級 5,000 円

課長級

千円 550,716 円

ア　部長級 75,200 円

7級

ア　部長級 70,800 円

3,500 円

寒冷地手当

　毎年11月から翌年3月までの各月
の初日において在職する職員に対し
て支給

同 35,816

同 144 千円
管理職員
特別勤務

手当

千円 82,488 円
世帯主

扶養親族あり 17,800 円

扶養親族なし 10,200 円

その他の職員 7,360 円

日額報酬
議会議員

10,000 円
監査委員

千円 744,000 円

支給限度額 84,000 円

　 ５　特別職の報酬等の状況（令和6年4月1日現在）

単身赴任手当

　異動などにより配偶者と別居して
単身で生活している場合に支給 2,232
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日

件

件

件

件

件

件

件

件

日

件

件

　

人 人 ％ ％

人 人 ％ ％

人 人 ％ ％

人 人 ％ ％

人 人 ％ ％

人 人 ％ ％

人 人

始業・終業時刻 　 8:30～17:00 　 8:30～翌日の8:30

休憩時間 　12:00～12:45 　12:00～12:45 ・ 17:00～17:45

Ⅳ　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　 １　職員の勤務時間

　　　　職員の勤務時間は、条例・規則で定められています。

区分 日勤 交替勤務

1週間の勤務時間 　38時間45分 　155時間（4週間）

　 ２　職員の休暇制度と取得状況（令和6年1月1日～令和6年12月31日）

　　　　職員の休暇についても、条例・規則で定められています。主な休暇の種類とその取得状況は以下のとおりです。

休暇の種類 休暇日数等 取得実績

仮眠時間 - 　22時～翌朝6時までの間の6時間

1日の勤務時間 　 7時間45分 　15時間30分（1当務）

産前休暇 出産予定日までの8週間の範囲内で申し出た期間 0

産後休暇 出産の日の翌日から8週間 0
有給

年次有給休暇 1年につき20日付与（※残った休暇は20日を限度として翌年に繰越可能） 13

病気休暇 公務によらない負傷又は疾病のため療養する場合連続する90日（例外あり）以内の必要最小限度の期間 21

結婚休暇 職員が結婚する場合連続する7日の範囲内の期間 8

忌引休暇 親族が死亡した場合続柄等に応じ1～7日以内の連続する日数の範囲内 94

祭日休暇 父母、配偶者及び子の追悼のための行事を行う場合1日 24

配偶者出産休暇 妻の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間の期間内の2日の範囲内 16

看護休暇 中学校就学前の子を看護する場合1年につき5日 221

Ⅴ　職員の休業に関する状況

　 １　育児休業等の取得状況

　　　　職員は子の養育のため、当該子が3歳に達するまでの期間内において育児休業をすることができます。

育児休業、部分休業取得者数
（令和6年4月1日～令和7年3月31日新規取得分）

10 人

夏季休暇 6～10月の期間内に4日 4

無給
介護休暇 配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合連続する6月の範囲内の期間 0

子育て部分休暇 中学校就学前の子を養育のため１日２時間以内で勤務時間を短縮できる 0

0 90 0

3月以上6月未満 1 0 10 0

取
得
期
間
別
内
訳

取得期間
取得者数 全取得者数に占める割合

男 女 男 女

3月未満 9

6月以上12月未満 0 0 0 0

12月以上24月未満 0 0 0 0

小計 10 0

24月以上 0 0 0 0

部分休業 0 0 0 0
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人 人

人 人

人 人

　

　

人

人

人

人

人

　

　 人

人

人

人

人

　 ２　育児短時間勤務の取得状況

　　　　職員は子の養育のため、当該子が小学校就学前までの期間内において育児短時間勤務をすることができます。

育児短時間勤務取得者数
（令和6年4月1日～令和7年3月31日新規取得分）

1 人

取
得
期
間
別
内
訳

取得期間
取得者数

男 女

6月未満 0

　 ３　次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画について
　当事務組合では、「働きやすい職場」、「働きがいのある職場」を目指し、「仕事と生活の調和」、「仕

事と子育ての両立」を推進するため、令和２年度を始期とする「弘前市特定事業主行動計画～次世代育成支

援対策推進法・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律～」を策定いたしました。本計画は、国や

地方公共団体等が特定事業主として策定するものであり、組織的に推進していく必要があるため、弘前地区

消防事務組合管理者・消防長のほか、弘前市長、弘前市議会議長、選挙管理委員会委員長、代表監査委員、

教育委員会教育長、津軽広域連合長、弘前地区環境整備事務組合管理者、津軽広域水道企業団長の連名で策

定しております。

Ⅵ　職員の分限及び懲戒処分の状況

　 １　分限処分の状況
　分限処分は、心身の故障等のため職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、公務能率を維持

することを目的として、職員の意に反して行う不利益処分のことで、免職・降任・休職・降給の4種類があ

ります。

種　類 処 分 の 内 容 令和6年度処分者数

0

6月以上12月未満 0 0

12月以上24月未満 0 1

休　職  職員に職を保有させたまま一定期間、職務に従事させない処分 0

降　給  職員が現に決定されている給料の額より低い額の給料に決定する処分 0

免　職  公務能率を維持する見地から、職員の意に反してその職を失わせる処分 0

降　任  職員が現に有している職より下位の職に任命する処分 0

免　職  職員を懲罰として勤務関係から排除する処分 1

停　職  職員を懲罰として一定期間職務に従事させない処分 1

合　計 0

　 ２　懲戒処分の状況
　懲戒処分は、職員に職務上の義務違反や、公務員としてふさわしくない非違行為がある場合に、その責任

を確認し、職員に道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的として科せ

られる制裁処分であり、免職・停職・減給・戒告の4種類があります。

種　類 処 分 の 内 容 令和6年度処分者数

合　計 3

減　給  一定期間、職員の給料の一定割合を減額して支給する処分 1

戒　告  職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分 0

10



　

・交通安全の励行及び交通法規の遵守 〔通年〕

・衆議院議員総選挙における地方公務員の服務規律の徹底〔10月〕

　

　

18 件

　

5 件

Ⅶ　職員の服務の状況

　 １　服務規律の保持に関する注意喚起
　すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を

挙げてこれに専念しなければなりません（服務の根本基準：地方公務員法第30条）。また、この服務の根本

基準に基づき、職員は法令及び職務命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務などの服務規律

を遵守する義務と責任を負います。職員一人ひとりが常にこの義務と責任を自覚し、公務員としての倫理の

保持に努めるとともに、公正な職務の遂行と市民の行政に対する信頼の確保が図られるよう、機会あるごと

に全職員に対し服務規律の保持について周知徹底を行っています。

【令和6年度に特に注意喚起した内容】

・綱紀の保持 〔通年〕

　職務の公平性を確保するという観点から、職員には営利企業への従事や役員等との兼業について制限が課

せられています（営利企業等の従事制限：地方公務員法第38条）。

　職員から営利企業等への従事について許可の申請があった場合には、次の各号のいずれにも該当せず、か

つ、法の精神に反しないと認められる場合に限り、これを許可しています。

　①　職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

　②　職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な

　　利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

　③　職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

営利企業等従事許可件数（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

　 ２　セクシュアル・ハラスメントの防止対策について
　男女雇用機会均等法に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除並びにセクシュアル・ハラス

メントに起因する問題に対し適切な措置を講じるため、平成30年3月に「職員のハラスメント防止等に関す

る要綱」を定め、職員の利益の保護や良好な勤務環境の確保に努めています。

 　３　職務に専念する義務の特例について
　職員は、職務に専念する義務を負います（地方公務員法第35条）が、法律又は条例に特別な定めがある場

合はその義務が免除されます。

　この「法律又は条例に特別の定めがある場合」には、主に以下のものがあります。

　①　法律に定めがある場合

　　○　選挙権その他公民としての権利を行使する場合（労働基準法第7条）

　　○　年次有給休暇（労働基準法第39条)

　　○　休職する場合（地方公務員法第27条第2項）　ほか

　②　条例に定めがある場合（職務に専念する義務の特例に関する条例第2条）

　　○　研修を受ける場合

　　○　厚生に関する計画の実施に参加する場合

　　○　その他任命権者が定める場合（以下その主なもの）

　　　・　国民体育大会に出場する場合

　　　・　各種スポーツ

　　　・　文化大会の代表として全国大会等に出場する場合

　　　・　中体連、高体連等へ役員・審判員等として派遣する場合　ほか

職務に専念する義務の免除許可件数（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

　 ４　営利企業等への従事制限について
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人

人

　

Ⅷ　職員の退職管理の状況

　平成28年4月1日に地方公務員法の一部を改正する法律が施行され、地方公共団体は、退職管理

の適正を確保するための所要の措置を講ずることとされました。当組合では、地方公務員法に定

めるもののほか、以下に示す項目を掲げ職員の退職管理の適正化を図っています。

　①　再就職から現役職員への「働きかけ」の禁止

　②　再就職者による再就職状況の届出の義務化

　③　違反者に対する罰則

令和7年3月31日退職者 15

　「知らないことが知るようになる」

　「分からないことが分かるようになる」

　「出来ないことが出来るようになる」

　 ２　主な研修実績 (令和6年4月1日～令和7年3月31日）

研修参加人員 282 人

うち再就職者 1

Ⅸ　職員の研修の状況

 　１　職員研修の実施状況
　災害の多様化、大規模化、住民のニーズの変化等、消防を取り巻く環境は大きく変化しています。このよ

うな社会情勢に的確に対応できる人材を育成することが必要です。住民の生命財産を守るため、警防・予

防・救急・救助等の各分野の充実強化を図り、消防学校や各種研修に職員を派遣し地域住民の負託に応えら

れる人材の育成に努めています。

【教育の基本理念】

1 人

救助科 54 日間 5 人 エルダー研修 2 人 新時代における人材育成・確保 1 人

内訳

〇青森県消防学校 〇弘前市研修 〇市町村職員中央研修

初任総合教育（初任科） 177 日間 14 人 ハラスメント防止 3 人 広報の効果的実践

1 人

特殊災害科 9 日間 3 人 ファシリテーション能力 1 人 訴訟と行政不服審査の実務 1 人

警防科 14 日間 5 人 ストレスケア 4 人 職場のリーダー養成

4 人

火災調査科 12 日間 5 人 女性活躍推進 2 人 〇内部研修

中級幹部科 9 日間 3 人 仕事の段取り力向上 6 人 計

13 人

計 40 人 計 21 人 新任消防司令補（係長）研修 12 人

予防査察科 15 日間 5 人 ワンペーパーの資料作成 3 人 新任消防士長（主任）研修

11 人

女性活躍推進コース 9　日間 1 人 マスメディア対応研修 1 人 採用後５年次研修 5 人

〇消防大学校（国） 〇青森県・東北自治・全国消防長会研修 新任消防司令研修 12 人

幹部・救助・警防科 47 日間 3 人 接遇研修養成研修 1 人 採用後３年次研修

11 人

計 7 人 ＤＸ基礎研修（県） 1 人 採用後８年次火災調査研修 11 人

指揮隊長・NBC・高度救助コース 32 日間 3 人 危機管理研修 1 人 採用後７年次予防研修

〇救急救命士研修 法政執務（県） 1 人 救急小隊長研修 13 人

救急救命士養成課程 2 人 消防長会主催研修 5 人 ポンプ運用指導者養成研修

計 100 人 計 108 人

6 人

計 2 人 救急救命士生涯教育 90 人 新任消防士研修 14 人
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　 ３　昇任試験制度

　

Ⅹ　職員の福祉及び利益の保護の状況

　 １　厚生事業に関する状況

　

　 ２　職員健康診断の状況

職員の安全と健康の確保を目的に、労働安全衛生法に基づき健康診断を実施しています。

①　既往歴及び業務歴の調査

②　自覚症状及び他覚症状の有無の検査

③　身長・体重・視力・色覚及び聴力検査

④　胸部エックス線検査

⑤　血圧の測定

⑥　血液検査（貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査）

⑦　尿検査

⑧　心電図検査

⑨　胃部エックス線検査（法定外検査にて任意）

⑩　便潜血検査（法定外検査にて任意）

⑪　Ｂ型肝炎検査と検査後のワクチン接種・Ｃ型肝炎検査

⑫　結核検査

⑬　四肢の運動機能・鼓膜及び聴力の検査

⑭　肺活量の測定

消防司令補昇任試験 消防士長に任用されてから5年以上の者。

消防司令昇任試験 消防司令補に任用されてから4年以上の者。

健診名等 健診項目 対象者

　消防は災害現場での指揮命令と効果的な消防活動を実施するため、階級制度が設けられ、組織的な安全管

理と効果的な消防活動及び、一本化した指揮命令ができる組織体制となっております。このため、全国のほ

とんどの消防本部で昇任試験を実施し、職員のやる気と意識改革を図っており、当事務組合でも、消防士

長、消防司令補、消防司令の３階級において、昇任試験制度を設け運用しております。

　今後も、勤務成績と昇任試験制度により能力・実績主義の人事管理を図り、質の高い消防行政サービスを

効率的安定的に供給するよう、運用してまいります。

階級 受験資格

消防士長昇任試験

消防士に任用されてから6年以上の者。

短大卒（2年）採用5年以上の者。

短大卒（3年）採用4年以上の者。

大卒採用3年以上の者。

当組合では、職員相互の親睦と福利の増進を目的とし厚生事業を実施しています。
① フィットネスクラブについて、弘前市職員福利厚生会が法人会員となり、健康維持、リフレッシュ等に役立てて
　おります。

救急業務等の感染防止対策検査 ⑪、⑫ 全職員

特定業務従事者健診
（深夜業務、潜水業務）

①～③、⑤～⑧ 隔日勤務者（深夜業務）

①、②、⑤、⑦、⑬、⑭ 潜水士（潜水業務）

雇入時健康診断 ①～⑧ 令和6年度に採用された職員

定期健康診断
（１回／年） ①～⑧ 全職員
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　 ３　その他

　

件

件

件

Ⅺ　青森県人事委員会の業務の状況

　

　 １　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

　　　　令和6年度においては、新たな措置要求はなく、また、係属事案もありませんでした。

　 ２　職員に対する不利益な処分についての不服申立ての状況

　　　　令和6年度においては、新たな不服申立てはなく、また、係属事案もありませんでした。

　　公務災害及び通勤災害の発生状況

　　災害補償制度は、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害および死亡）又は通勤による災害を受けた場合

　に、その災害によって生じた損害の補償と、被災職員及び遺族の援護など必要な事業を行うことを目的とし

　ています。また、災害の認定及び補償については、地方公務員災害補償基金青森県支部が行っています。

計 5

　地方公務員法第7条第2項により、政令指定都市以外で、人口が15万人以上の市は、人事委員会

又は公平委員会を設置することとされていますが、同条第4項において、議会の議決を経て規約

を定めることにより、当該団体では人事委員会又は公平委員会を設置せずに、他の地方公共団体

の人事委員会に委託して公平委員会の事務を処理させることができると規定されています。

　当事務組合でも、この規定に基づき、規約を定めて青森県人事委員会へ公平委員会の事務を委

託して処理しています。委託している公平委員会の事務の内容は、地方公務員法第8条第2項に規

定されている、①職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定して

必要な措置をとること、②職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決

定すること、③職員の苦情を処理すること、④その他法律に基づきその権限に属せしめられた事

務、という4つがあります。

　人事行政の運営等の状況の公表では、人事行政全般について公表することとなることから、青

森県人事委員会に委託して処理している事務の中で公表していくべき項目についても報告を受

け、内容を確認し、公表することになるものです。

災害区分（認定） 令和6年度発生件数

公務災害 4

通勤災害 1
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